
本庄市　

都市整備部　

都市計画課

　　都市計画道路及び用途地域の
　　変更に係る説明会

【説明資料】

資料１



本日の説明会の流れ

１．都市計画道路について

　①都市計画道路の概要

　②都市計画道路見直しの必要性

　③見直し（変更）路線案

２．用途地域について

　①用途地域の概要

　②用途地域変更の必要性

　③用途地域変更案

３．今後の予定
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１．都市計画道路について
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①　都市計画道路の概要
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１．都市計画道路について

都市計画道路とは
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①　都市計画道路の概要

都市計画道路とは、都市で行われる様々な活動や生活を支える重要な施設とし
て、都市計画法に基づき決定された道路です。



１．都市計画道路について

児玉地域の都市計画道路
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①　都市計画道路の概要

児玉駅

凡　例

　未整備区間

　事業中区間

　整備済区間



１．都市計画道路について

建築行為の制限（都市計画法第53条）
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①　都市計画道路の概要

目的：都市計画道路の円滑な施行を確保するため

　　　　　建築可能な要件

①容易に移転・除却できるもの

②階数が３以下で地階を有しないもの

③主要構造物が以下のもの
〇木造
〇鉄骨造
〇コンクリートブロック造



１．都市計画道路について

見直しの背景
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②　都市計画道路見直しの必要性

見直しの考え方

昭和４８年の計画決定から人口減少、超高齢社会等の社会状況が変化

将来交通需要の変化

インフラの維持管理費の増大

公共事業の効率化の必要性

「都市計画道路の検証・見直し指針（令和２年７月・埼玉県都市整備部都市計画課）」
に基づき都市計画道路の必要性・妥当性を検証し、本市のまちづくり方針・将来像等
を見据え、見直しの必要な路線を明確化



１．都市計画道路について
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②　都市計画道路見直しの必要性

  検証を行った結果、３・４・７号駅東通線及び３・４・８号本町下町線については、周辺道路が
交通機能の代替を果たしていることなどから廃止するものです。
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１．都市計画道路について
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③　見直し（変更）路線案

３・４・７号駅東通線及び３・４・８号本町下町線を廃止します。

この廃止に伴い、３・４・２号中央通線に計画されている３・４・８号本町下町線との

交差点の右折車線を廃止するため、中央通線の一部区間の幅員を変更します。

3･4
･7

号
駅

東
通

線
（1

8m
）

3･4
･8

号
本

町
下

町
線

（1
6m

）

3
･4

･2
号

中
央

通
線

　　　　（16
m

）



１．都市計画道路について
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③　見直し（変更）路線案

当初の交差点計画図（昭和48年決定）
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１．都市計画道路について
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③　見直し（変更）路線案

交差点変更箇所の詳細図



１．都市計画道路について

建築制限の解除
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③　見直し（変更）路線案

都市計画道路変更前：建築制限あり
都市計画道路変更後：建築制限なし

出典：国土交通省　都市計画道路の見直しの手引き（各論編）

都市計画道路事業予定地

建築制限範囲



２．用途地域について
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変更前 変更後
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２．用途地域について

①　用途地域の概要

用途地域とは？

都市計画では、住宅地、商業地、工業地などを１３種類に区分し、それぞれの地域にふさわ

しい土地利用の誘導を図っており、これを「用途地域」として定めています。

14出典：国土交通省



２．用途地域について

①　用途地域の概要

用途地域における建て方のルール

　用途地域が指定されている地域等においては、建物の用途の制限とあわせて、建物の

建て方のルールが定められています。これによって、土地利用に応じた環境の確保が図ら

れるようになっています。
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建蔽率と容積率の考え方

●建ぺい率

敷地面積に対する建築面積の割合を制限す

るもので、敷地内にどれくらい空地をとるか

定めるものです。

●容積率

敷地面積に対する延べ床面積の割合を制限

するもので、敷地内にどれくらいの大きさの

建築物が建てられるかを定めるものです。

出典：国土交通省　みらいに向けたまちづくりのために
　　　　－都市計画の土地利用計画制度の仕組み－



２．用途地域について

①　用途地域の概要

現在、本地区には３種類の用途地域が指定されています。

　・第一種中高層住居専用地域　　　・第一種住居地域　　　・近隣商業地域

現況用途地域

用途地域名 建築可能な建物

第一種中高層

住居専用地域

住宅、学校、病院、老人ホーム、店舗
（500㎡・2階以下）など。

第一種住居地域
上記に加え、店舗・事務所・ホテル
（３,000㎡まで）など。

近隣商業地域 住宅や店舗、小規模の工場など。 16
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２．用途地域について

②　用途地域変更の必要性

用途地域変更の理由

　本地区は、都市計画道路３・４・８号本町下町線の廃止及び３・４・２号中央通

線の幅員減少に伴い、都市計画道路の計画に合わせて用途地域を設定して

いたことから、周辺の地域を含め用途地域を見直し、周辺の小学校及び住宅

地の良好な環境の保全に資する用途地域に変更するものです。

17



２．用途地域について

③　用途地域変更案
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用途地域変更の検討内容
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路線の廃止に伴い、用途地域の境界を本庄市道１－４６８号の中心線へ変更します。また、こ
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２．用途地域について

③　用途地域変更案
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用途地域変更の検討内容

近隣商業地域→
第一種住居地域

近隣商業地域→
第一種住居地域

近隣商業地域→
第一種中高層住居

専用地域

３・４・８号本町下町線の廃止による、３・４・２号中央通線との交差点形状の変更に伴い、本
町交差点付近の幅員を１７．５ｍから１６ｍに変更します。そのため、 ３・４・２号中央通線沿
道について、都市計画道路端から２５ｍを用途地域界としているため、近隣商業地域（２００
/８０）の一部を第一種中高層住居専用地域（２００/６０）と第一種住居地域（２００/６０）に変
更します。

第一種住居地域→
第一種中高層住居
専用地域



２．用途地域について

③　用途地域変更案
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２．用途地域について

③　用途地域変更案
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２．用途地域について

③　用途地域変更案
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用途地域内の建築物の用途制限

第
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　域

備考

店舗（500㎡以下・2階以下） ○ ○

店舗（500～3000㎡・2階以下） × ○

事務所（3000㎡以下） × ○

ホテル、旅館（3000㎡以下） × ○

ボーリング場等の遊戯施設（3000㎡以下） × ○

自家用倉庫（3000㎡以下） × ○

畜舎（15～3000㎡） × ○

工場（50㎡以下） × ▲ ▲危険性や環境を悪化させるお
それが非常に少ない工場

危険物貯蔵・処理施設（3000㎡以下） × ▲ ▲量が非常に少ない施設

用途地域による建築物の用途制限　抜粋



３．今後の予定

時期 予定

R６．２，３ 都市計画変更原案の説明会

R6．３ 県知事協議

R6．４ 計画案の縦覧

R6．６ 本庄市都市計画審議会

R6．７ 埼玉県都市計画審議会

R6．８ 計画決定告示
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